
令和 5 年度 関西脱炭素フォーラム開催業務委託仕様書 

 
 
1. 業 務 の目 的  

令和 3 年に関西広域連合にて行った「関西脱炭素社会実現宣言」に基づき、関西全

体で、事業者、団体、住民および行政が脱炭素社会の実現に向けて主体的に行動する

機運を醸成するために、「関西脱炭素フォーラム」（以下「フォーラム」という）を

開催する。  
 
2. 契 約 期 間  

委託契約締結の日から令和 6 年 2 月 29 日（木）まで  
 
3. 委 託 業 務 の内 容  

受託者は、経済産業省、環境省、関係する公共団体、関係機関と連携・協力の上、

次の業務を実施する。  
 

＜フォーラムの概 要 ＞ 

開催日  
令和 5 年 11 月頃のいずれか 1 日（概ね 13:00～17:00 での開催）  
※  委託者と協議の上、決定  

開催場所  
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県のいずれか  
※  参加者がアクセスしやすい会場を選定し、委託者と協議の上、決定  
※  オンライン配信による開催は想定していない  

参加者  
関西広域連合内の事業者、団体、地球温暖化防止活動推進センター・推

進員、行政機関など 300 名程度  

内容  

(１ )講演  
 脱炭素社会の実現に向けた事業者、団体、行政等による講演  

(２ )展示ブース  
 脱炭素社会の実現に向けた事業者、団体、行政等による取組の展

示  
 

＜業 務 内 容 ＞ 

○  フォーラムの企画提案および運営  
○  会場の確保（会場費、備品レンタル費の支払い含む）  
○  講師・司会等の手配および調整（報償費等の支払い含む）  
○  参加者および展示ブース出展企業等の募集・受付、広報（ちらし・ポスターの作成

および発送含む）  
○  展示ブース出展企業等との調整  
○  当日配布資料等の作成  
○  開催準備（資機材の準備、会場設営等）  
○  その他、フォーラムの企画・開催に必要な業務  

 
＜その他 ＞ 

○  日程、会場、内容等について、最終的には委託者と協議の上、決定すること。  
○  フォーラムの開催にあたっては、脱炭素の観点に配慮し、必要な検討を行うこと。 

 



 
4. 委 託 業 務 報 告 書 の提 出  

委託業務報告書を 1 部作成し、電子データ（CD-R 1 枚）とともに提出すること。

また、これと併せて電子データについても提出すること。  
 
5. その他 留 意 事 項  

(１ )常に監督職員と連絡を密にし、本業務を遂行するうえで疑義が生じた場合は速や

かに監督職員と協議するものとする。  
(２ )本業務の実施にあたっては、必要な関係法令を遵守することとする。  
(３ )本業務の履行に際し、制作に必要な素材は、受託者が取材することで調達し、使

用する著作物については、肖像権、著作権、商標権その他諸権利を侵害しないよ

う、事前に許可や承認を得るなどの必要な手続きを行うこと。当該手続に係る費

用については委託費に含むものとする。また、これら知的財産権に関する問題が

生じた場合には、受託者の責任においてこれを処理すること。  
(４ )委託業務の遂行のために関西広域連合が提供した資料、データ等は委託業務以外

の目的で使用してはならない。また、これらの資料、データ等は委託終了までに

関西広域連合に返却することとする。  
(５ )作成された成果物に関する著作権や、デザインやイラスト等、業務で発生した権

利は関西広域連合に帰属するものとし、関西広域連合が行う他の媒体等での活用

を妨げないものとする。  
(６ )本業務を再委託する場合、事前に再委託範囲および再委託先等をついて、関西広

域連合に対して書面により申請を行い、承諾を得ることとする。また、責任者の

再委託は認めない。なお、再委託範囲は受託者が責任を果たせる範囲とし、再委

託先に問題が生じた場合は、受託者の責任においてこれを解決することとする。 
(７ )電子媒体によるデータ納品については、ウィルス対策ソフトにより検査したうえ

で納品すること。納品物が納品時点でウィルス等に感染していることにより連合

又は第三者が損害を受けた場合は、全て受託者の責任と負担により、原状回復、

及びその他賠償等について対応すること。  


